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番号：140858 

国名：インド 

担当：産業開発・公共政策部 民間セクターグループ 第二チーム 

案件名：包括的成長のための製造業経営幹部育成支援プロジェクト中間レビュー調査 

（評価分析）  

 

１．担当業務、格付等 

（１）担当業務：評価分析 

（２）格 付：３号～４号 

（３）業務の種類：調査団参団 

 

２．契約予定期間等 

（１）全体期間：2014年11月中旬から2015年1月下旬まで 

（２）業務Ｍ／Ｍ：国内 ０．５０Ｍ／Ｍ、現地 ０.７０Ｍ／Ｍ、合計 １．２０Ｍ／Ｍ 

（３）業務日数： 準備期間 現地業務期間 整理期間 

 ５日 ２１日 ５日 

 

３．簡易プロポーザル等提出部数、期限、方法 

（１）簡易プロポーザル提出部数：１部 

（２）見積書提出部数：１部 

（３）提出期限：１０月２９日(１２時まで) 

（４）提出方法：専用アドレス (e-propo@jica.go.jp)への電子データの提出又は 

郵送(〒102-8012 東京都千代田区二番町5番地25二番町センタービル)(いずれ

も提出期限時刻必着） 

※2014 年 2 月 26 日以降の業務実施契約（単独型）公示案件（再公示含む）より、電子媒体に

よる簡易プロポーザルの提出を本格導入しています。 

提出方法等詳細については JICAホームページ（ホーム＞JICAについて＞調達情報＞お知ら

せ＞「コンサルタント等契約における業務実施契約（単独型）簡易プロポーザルの電子提出

本格導入について」（http://www.jica.go.jp/announce/information/20140204_02.html）を

ご覧ください。なお、JICA 本部 1 階調達部受付での受領は廃止しておりますので、ご持参い

ただいても受領致しかねます。ご留意ください。 

 

４．簡易プロポーザル評価項目及び配点 

（１）業務の実施方針等： 

①業務実施の基本方針 ８点 

②業務実施上のバックアップ体制等 ２点 

（２）業務従事予定者の経験能力等： 

①類似業務の経験 ４５点 

②対象国又は同類似地域での業務経験 ９点 

③語学力 １８点 

④その他学位、資格等 １８点 

（計１００点） 

類似業務 各種評価調査 

対象国／類似地域 インド／全途上国 

語学の種類 英語 

 

５．条件等 

（１）参加資格のない社等： 
本調査の対象である技術協力プロジェクトにおいて専門家業務に携わった法人及び個人は

http://www.jica.go.jp/announce/information/20140204_02.html
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本件への参加を認めない。 
（２）必要予防接種：特になし 

 

６．業務の背景 

1991年の経済自由化開始以来、インドは急速な経済成長を遂げているが、その成長は情報通信

産業を中心とするサービス産業の急速な発展に牽引されたものであり、製造業の発展は相対的に

遅れている。GDPにおける製造業シェアは過去 20年間 16％前後に留まっており、中国や東南アジ

ア諸国に比べ製造業のポテンシャルは未だ十分に活かされていない状態である。また、2005年以

降、製造業の雇用数は減少しており 、本来農村部の余剰労働力を受け入れるべき製造業は雇用吸

収の役割を果たしていない。この様な状況を改善し、インド経済の持続的かつ包括的な成長を進

めるために、製造業を発展させることは、インドにとって喫緊の課題である。こうした状況を受

け、インド政府は 2004年に国家製造業競争力委員会（National Manufacturing Competitiveness 

Council: NMCC）を設立し、製造業の競争力強化に取り組んでいる。 

 インド製造業の課題の一つは、マネジメントの改善である。2008年において製造業企業の管理

職（マネージャー）の数は約 500 万人であったが、製造業の成長率を年 12～13％と想定すると、

2025年までに新たに約 800 万人の管理職が必要となる。しかしながら、工学系及び経営系の大学

卒業生が製造業企業に就職する割合は高くなく、管理職人材の需要と供給に大きなギャップが生

じており 、経営上の課題となっている。 

 加えて、インドでは近年大気・水質汚染、土壌劣化等の環境汚染が深刻化しており、その最大

の原因は製造業によるものである。政府は規制強化や環境に配慮した生産技術・機器の採用の奨

励等を進めているが、特に中小企業経営者の環境への意識は未だ低く、環境対策技術に関する知

識も不足しているのが現状である。また、製造業の効率性を高めるために、省資源も一つの課題

となっている。さらに、貧困層に寄与し同時に企業側にも利益をもたらす BOP（Base of Pyramid）

層へのビジネス展開が企業経営者の間で注目を集めており、貧困層を対象とした製造業ビジネス

の拡大も期待されている。このように、社会的な要請にも貢献しうる製造業経営幹部人材の育成

は、インド政府が最重要課題ととらえる「包括的な成長」を実現する手段としても、非常に重要

な課題である。 

 我が国は、インド政府の要請を受けて、2007年 8 月から 2013年 3月まで技術協力プロジェク

ト「製造業経営幹部育成支援（Visionary Leaders for Manufacturing: VLFM）プロジェクト」を

実施し、これまでに 900人近くの経営幹部を育成する等の成果を上げた。本中間レビュー調査の

対象である「インド国包括的成長のための製造業経営幹部育成支援プロジェクト（以下、本プロ

ジェクト）」は、VLFMプロジェクトで構築された経営幹部育成プログラムの枠組みを基礎とし、

プログラムへの参加企業と卒業生のコミュニティの協力を得ながら、同枠組みにおける運営・指

導者の育成とその制度の確立に注力しつつ、製造業の課題である環境配慮と包括的な成長への寄

与という新たな分野を付加することによって、同プログラムの強化・拡大を図るものである。こ

れにより、インド政府が国家目標として掲げる包括的かつ持続可能な発展に、製造業の発展を通

じて貢献することを目指している。なお、本プロジェクトは、NMCC 及び人的資源開発省（Ministry 

of Human Resource Development: MHRD) をカウンターパート（C/P）機関として、2013年 4月よ

り 2016年 3月までの 3年間の予定で実施されており、現在、3名の長期及び短期専門家（チーフ

アドバイザー、実施能力強化/業務調整、生産システム・企業間連携）を中心として、現地で活動

している。 

今回実施する中間レビュー調査は、プロジェクトの中間段階を迎えたことから、プロジェクト

活動の実績、成果を評価、確認するとともに、今後のプロジェクト活動に対する提言を導くこと

を目的として実施するものである。 

 

７．業務の内容 

本業務従事者は、プロジェクトの協力について当初計画と活動実績、計画達成状況、評価５項

目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）を確認するために、必要なデータ、情報を

収集、整理し、分析する。なお、JICA事業評価における評価基準・手続きについては監督職員よ

り情報提供を行う。 
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具体的担当事項は次のとおりとする。 

（１） 国内準備期間（2014年 11月中旬） 

①  既存の文献、報告書等（プロジェクト業務進捗報告書、専門家報告書、活動実績資料等） 
をレビューし、プロジェクトの実績（投入、活動、アウトプット、プロジェクト目標 
達成度等）、実施プロセスを整理、分析する。  

②  既存のPDMに基づき、プロジェクトの実績、実施プロセス及び評価5項目ごとの調査 
項目とデータ収集方法、調査方法等を検討し、監督職員とも協議の上、評価グリッド（案） 

（和文・英文）を作成する。また、現地で入手、検証すべき情報を整理する。  

③  評価グリッド（案）に基づき、プロジェクト関係者（プロジェクト専門家、C/P機関、 

その他インド側関係機関、他ドナー等）に対する質問票（英文）を作成する。  

④ 勉強会・対処方針会議等に参加する。 

 

（２） 現地派遣期間（2014年 11月下旬～12月中旬) 

① JICAインド事務所・専門家等との打合せに参加する。  

② プロジェクト関係者に対して、本中間レビュー調査の評価手法について説明を行う。  

③ 評価グリッドに基づき、事前に配布した質問票を回収、整理するとともにプロジェクト

関係者に対するヒアリング等を行い、プロジェクト実績（投入、活動、アウトプット、

プロジェクト目標達成度等）、実施プロセス等に関する情報、 

データの収集、整理を行う。  

④ 収集した情報、データを分析し、プロジェクト実績の貢献、阻害要因を抽出する。  

⑤ 国内準備並びに上記③及び④で得られた結果をもとに、他の調査団員及びインド側C/P 

等とともに評価5項目の観点から評価を行い、合同中間レビュー報告書（案）（英文）の

取りまとめを行う。  

⑥ 調査結果や他団員及びインド側C/P等からのコメント、両国のプロジェクト関係者との協

議結果を踏まえた上で、PDM及びPOの修正案（英文）の提案及び取りまとめに協力する。 

⑦ 合同中間レビュー報告書（案）に関する協議に参加し、協議を踏まえて同案を修正し、

最終版を作成する。  

⑧ 協議議事録（M/M）（英文）の作成に協力する。  

⑨ 現地調査結果のJICAインド事務所等への報告に参加する。  

 

（３）帰国後整理期間（2014年 12月下旬～2015年 1月上旬） 

① 中間レビュー調査に係る評価結果要約表（案）（和文・英文）を作成する。 

② 帰国報告会に出席する。 

③ 中間レビュー調査報告書（和文）について、担当分野のドラフトを作成する。 

 

８．成果品等 

業務の実施過程で作成、提出する報告書等は以下のとおり。 

なお、本契約における成果品は（１）～（３）のすべてとする。 

（１）合同中間レビュー報告書（英文） 

（２）担当分野に係る中間レビュー調査報告書（案）（和文） 

（３）中間レビュー調査に係る評価結果要約表（案）（和文・英文） 

上記（１）～（３）については、電子データをもって提出することとする。 

 

９．見積書作成に係る留意点 

本公示の積算を行うにあたっては、「JICAコンサルタント等契約における見積書作成ガイドラ

イン」（http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html）を参照願い

ます。留意点は以下のとおり。 

（１）航空賃及び日当・宿泊料等 

航空賃及び日当・宿泊料等は契約に含めず、当機構より別途支給します（見積書の航空賃

及び日当・宿泊料等欄には0円と記載下さい）。 

http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html
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10．特記事項 

（１）業務日程／執務環境 

①現地業務日程 

本業務従事者の現地調査期間は2014年11月23日～2014年12月13日を予定しています。 

本業務従事者は、当機構の調査団員に約1週間先行して現地調査の開始を予定しています。 

②現地での業務体制 

本業務に係る調査団構成は、以下のとおりです。 

ア）総括（JICA） 

イ）協力企画（JICA） 

ウ）評価分析（コンサルタント） 

③便宜供与内容 

当機構インド事務所及びプロジェクトチームによる便宜供与事項は以下のとおりです。 

ア） 空港送迎 

あり 

イ） 宿舎手配 

あり 

ウ） 車両借上げ 

全行程に対する移動車両の提供（機構職員等の調査期間については、職員等と同乗

することとなります）。 

エ） 通訳傭上 

なし（英語で業務を実施） 

オ） 現地日程のアレンジ 

現地ヒアリング調査のスケジュールアレンジ 

カ） 執務スペースの提供 

なし 

 

（２）参考資料 

①本業務に関する以下の資料を当機構産業開発・公共政策部民間セクターグループ第二 

チーム（TEL:03-5226-6909）にて配布します。 

・詳細計画策定調査報告書（案） 

・PDM（最新版） 

②本業務に関する以下の資料が当機構のウェブサイトで公開されています。 

・プロジェクト基本情報

http://gwweb.jica.go.jp/km/ProjectView.nsf/VIEWParentSearch/D488115984E1406749

257B3A0079F8F0?OpenDocument&pv=VW02040104 

 

（３）その他 

業務実施契約（単独型）については、単独（１名）の業務従事者の提案を求めている制度で

すので、複数の業務従事者によるプロポーザルは無効とさせて頂きます。 

 

以上 


